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１．商標鑑定事件のその審査原則は、商標法及びその施行細則と審査基準の規定に依拠して処理される。

２．鑑定は司法機関または政府行政機関の嘱託のみを受け、私人の申請は受理されない。

３．商標専門機関は鑑定事件について、審査員を指定して処理させなければならない。審査員は前記関連機関の書信を受け取った後、直ちに商標権組主管科科長に請求して3人以上の鑑定委員を派遣して鑑定させる。

４．鑑定委員は各案件に添付された被鑑定実物、写真等の証拠資料と、それに基づき鑑定を主張する登録商標等関連資料に依拠して、行政審査観点によって意見を提供する。さらに審査員は多数決方式によって鑑定報告を作成し、関連機関に返信する。

５．指定の鑑定委員に行政手続法第32条及び第33条に規定する、回避すべき事情のあるときは、別途派遣を行うよう請求しなければならない。

